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冬期道路交通確保対策検討委員会 
 

規 約（案） 

 
第１条 名称 

本会は、「冬期道路交通確保対策検討委員会」（以下「委員会」という。）と称する。 

 
第２条 目的 

本委員会は、大雪に対する道路交通への障害を減らすための具体的な方策など今後取

り組むべき課題を検討することを目的とする。 

 

第３条 検討内容 

委員会において主に検討する内容は次のとおりとする。 

・大雪時の道路交通確保に関する事項 

 ・その他冬期道路に関する事項 

 

第４条 組織 

１．委員会の委員は別紙のとおりとする。 

２．委員会に委員長を置く。 

３．委員長は、事務局の推薦及び委員の確認により定める。 

４．委員長は委員会を総括する。 

 
第５条 事務局 

事務局は、国土交通省道路局国道・防災課に置く。 

 
第６条 委員等以外の者の出席 

委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、オブザーバーとして参加を

求めることができる。オブザーバーは、委員会において、必要に応じて、意見を述

べ又は説明を行うことができるものとする。 

 
第７条 議事の公開 

会議は、原則として公開とし、議事要旨は、会議後ホームページで公開する。た

だし、特段の理由があるときは、会議を非公開とすることができる。 

 
附 則 

この規約は平成 ３０年２月 ２６ 日から有効とする。 

 



 別 紙  
 

 

冬期道路交通確保対策検討委員会 

 

委 員 名 簿 

 
 

天野 真志 読売新聞 東京本社編集局次長兼経済部長 

 

◎ 石田 東生 筑波大学 名誉教授 

片田 敏孝 東京大学大学院情報学環 特任教授 

 
国崎 信江 （株）危機管理教育研究所 危機管理アドバイザー 

 
佐野 可寸志 長岡技術科学大学大学院 教授 

 
関谷 直也 東京大学大学院情報学環 特任准教授 

 

 

 

 

◎：委員長                 （敬称略）（五十音順） 

 

 


